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　今年も早いもので残すところあと１カ月を切りました。

　１２月は、人も車も忙しく動き回る時期ですので、交通事故の

　リスクはもちろん、忘年会などの機会も多くなり飲酒運転のリスクも

　高まります。今回は、飲酒運転の罰則等についてまとめてみましたので

　参考にし下さい。

　飲酒運転は重大な法令違反であり犯罪です！

　飲んだら乗るなを心掛け、飲酒運転は絶対にしないで下さい！！
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